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原
付
な
ど
の
廃
車
手
続
き
は

�

お
早
め
に

　
４
月
１
日
現
在
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽

自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
、
二
輪
の
小
型

自
動
車
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
に
、
軽
自

動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
車
両
を
人
に
譲
っ
た
り
、
他
市

へ
転
出
し
た
り
、
盗
難
な
ど
で
使
用
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
名
義
変
更・
住
所
変

更・
廃
車
等
の
手
続
き
を
３
月
３１
日（
水
）ま

で
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い（
下
表
）。

　

原
動
機
付
自
転
車（
１
２
５
cc
以
下
）・
小

型
特
殊
自
動
車
の
廃
車
の
手
続
き
を
バ
イ
ク

買
取
業
者・
廃
品
回
収
業
者
な
ど
に
依
頼
し

た
場
合
は
、
市
役
所
が
発
行
し
た
廃
車
受
付

書
を
こ
れ
ら
の
業
者
か
ら
必
ず
受
け
取
っ
て

く
だ
さ
い
。
廃
車
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
る

か
不
明
な
場
合
は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課・税
政
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
８

令
和
３
年
度　
固
定
資
産
課
税

�

台
帳
の
閲
覧
、
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧　

時�

４
月
１
日（
木
）か
ら（
土・日
、祝
日
を
除

く
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
３０
分

場
課
税
課

対�

納
税
義
務
者
、
納
税
義
務
者
の
納
税
管
理

人
ま
た
は
納
税
義
務
者
の
委
任
状
を
持
つ

代
理
人
や
借
地
借
家
人
な
ど
の
関
係
者

¥
縦
覧
期
間
中
は
無
料

持�

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、
健
康
保

険
証
、
前
年
度
の
納
税
通
知
書
な
ど
）

備�

新
年
度
の
納
税
通
知
書
に
添
付
の「
課
税

明
細
書
で
も
課
税
内
容
が
確
認
で
き
ま

す
。
借
地
借
家
人
な
ど
の
関
係
者
は
、
本

人
確
認
書
類
と
併
せ
て
、
そ
の
権
利
を
証

す
る
書
類（
賃
貸
契
約
書
の
写
し
な
ど
）が

必
要
で
す
。

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧　

　
縦
覧
と
は
、
市
内
に
土
地
ま
た
は
家
屋
を

所
有
す
る
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
が
、

自
己
の
土
地
ま
た
は
家
屋
の
価
格
と
ほ
か
の

土
地
ま
た
は
家
屋
の
価
格
を
比
較
す
る
こ
と

を
通
じ
て
、
価
格
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
制
度
で
す
。

時�

４
月
１
日（
木
）～
５
月
３１
日（
月
）（
土・

日
、
祝
日
は
除
く
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
３０
分

場
課
税
課

対�

納
税
義
務
者
、
納
税
義
務
者
の
納
税
管
理

人
ま
た
は
納
税
義
務
者
の
委
任
状
を
持
つ

代
理
人
な
ど

持�

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、
健
康
保

険
証
、
前
年
度
の
納
税
通
知
書
な
ど
）

問
課
税
課・資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

祝日、休日の受付・相談はありません。
秘密厳守・無料
同一内容の相談は原則１回
場�市役所１階市民相談室１０１・１０２
問広報広聴課
℡０６－６９９２－１３５３、１３５６

法律相談･･･相続・離婚・金銭や土地建
物の賃借問題など
▼弁護士※予（１人３０分・先着１4人）
毎週木曜日１３：００～１６：３０
▼司法書士※予（１人３０分・先着8人）
第２・３・4火曜日１３：００～１５：００

登記相談･･･相続・贈与などの登記
▼司法書士※予（１人３０分・先着4人）
第２水曜日１３：００～１５：００

税務相談･･･相続・所得・贈与税など
▼税理士※予(１人３０分・先着６人)
第２金曜日１３：００～１６：００

行政書士相談･･･成年後見・各種契約書
の作成など
▼行政書士※予(１人３０分・先着６人)
第１火曜日１３：００～１６：００

不動産一般相談･･･賃貸借契約・不動産
の活用など
▼宅地建物取引士※予
(１人３０分・先着６人)
第１火曜日１３：００～１６：００

※予上記いずれも相談日の１週間前
（休日の時は翌開庁日）１３：００から電
話受付

行政相談･･･国などの行政に対する要
望や苦情など
▼行政相談委員予前日までに
第4火曜日１０：００～１２：００

市民相談（3月分）
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、中止となる場合があります。
中止の場合は、市ホームページでお
知らせします。

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　

保
険
課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら「
還
付
金

が
発
生
し
て
い
る
」と
電
話
が
あ
り
、
コ
ン

ビ
ニ
な
ど
の
自
動
現
金
預
払
機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）に

誘
導
し
、
預
金
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
詐
欺

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
還
付
金
な
ど
の
手
続
き
で
市
民

の
皆
さ
ん
に
直
接
電
話
を
か
け
た
り
、
自
動

現
金
預
払
機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）の
操
作
を
お
願
い
す

る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
い
っ
た
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合

は
、
絶
対
に
手
続
き
に
応
じ
な
い
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

国民健康保険・後期高齢者医療制度   平日夜間・休日窓口開庁

　保険課・保険収納課は、次の日程で平日夜間と休日に窓口を開庁します。
国民健康保険の加入・脱退の届け出や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談などで、平日の日中に来
庁が難しい人は利用してください。
　なお、納付相談は電話での対応も可能です。
平日夜間　３月２２日（月）・２３日（火）・２５日（木）・２６日(金)いずれも１7：３０～２０：００
休　　日　３月２8日（日）９：００～１３：００
注�平日夜間・休日窓口開庁の時間帯は、後期高齢者医療被保険者証の即日の再交付など、一部対応できない業務
があります。

場・問保険課���℡０６－６９９２－１５4５���場・問保険収納課���℡０６－６９９２－１５３7、１５３8

３
月
分
の
納
付
は
お
早
め
に

　

令
和
２
年
度
３
月
分
の
国
民
健
康
保
険

料・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
期
限

は
３
月
３１
日
で
す
。
納
付
期
限
内
に
納
付
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
納
付
期
限
を
過
ぎ
て
保
険
料
に
未
納
が
あ

る
場
合
は
、
督
促
状
が
発
送
さ
れ
ま
す
。
督

促
状
の
発
送
か
ら
１０
日
を
経
過
し
た
日
ま
で

に
完
納
さ
れ
な
い
と
き
は
、
滞
納
処
分
を
受

け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
納
付
期
限
内
の
納
付
が
厳
し
い
場
合
は
、

電
話
や
市
役
所
窓
口
で
納
付
の
相
談
が
で
き

ま
す
。

　
ま
た
、
保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替
が
便

利
で
す
。
市
指
定
の
金
融
機
関
の
窓
口
で
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
市
指
定
金
融
機
関

へ
の
申
請
が
困
難
な
人
は
、
市
役
所
窓
口
で

も
申
請
が
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
保
険
収
納
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
～
１
５
３

８

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
市
税
の
納
付

　
個
人
市
民
税・府
民
税（
普
通
徴
収
分
）、固

定
資
産
税・
都
市
計
画
税
お
よ
び
軽
自
動
車

税（
種
別
割
）を
納
め
て
い
な
い
人
は
、
至
急

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
、
納
付

さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

　
納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
付
が
な
い
場
合
、財
産（
不
動
産・預
金・

給
与
な
ど
）に
対
し
差
し
押
さ
え
、
公
売
な

ど
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
市
税
の
納
付
催
告
に
応
じ
な
い
滞

納
者
に
対
し「
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構
」

へ
の
引
継
予
告
書
を
４
月
に
順
次
発
送
し
ま

す
。

　
引
継
予
告
書
を
発
送
し
て
も
完
納
に
至
ら

な
か
っ
た
事
案
は
、
同
機
構
に
お
い
て
大
阪

府
と
共
同
し
、徹
底
し
た
財
産
調
査
を
行
い
、

差
し
押
さ
え
や
公
売
を
実
施
す
る
な
ど
、
よ

り
厳
正
な
滞
納
整
理
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま

す
。

　
市
税
を
滞
納
し
て
い
る
人
は
、
至
急
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
～
１
８
５

４

住
宅
の
耐
震
診
断・設
計・改
修
を

�

応
援

　
市
で
は
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
に
、住
ま
い
の
耐
震
化
に
向
け
て
、

昭
和
５６
年
５
月
以
前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
な

ど
の
耐
震
診
断
補
助
、
木
造
住
宅
の
耐
震
改

修
設
計
お
よ
び
耐
震
改
修
工
事
費
用
の
一
部

補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
住
宅
ま
ち
づ
く
り
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
９
８

車
種

原動機付自転車(１２５cc以下)
小型特殊自動車

軽自動車
（軽三輪・軽四輪）

軽二輪（１２６～２５０cc）
二輪の小型自動車
（２５１cc以上）

手
続
き・

問
い
合
わ
せ
先

課税課・税政担当
℡０６－６９９２－１4５8

軽自動車検査協会
大阪主管事務所・
高槻支所
高槻市大塚町4-２０-１
℡０５０-３8１６-１84１

近畿運輸局
大阪運輸支局
寝屋川市高宮栄町
１２-１
℡０５０-５５4０-２０５8

廃
車
時
に

必
要
な
も
の

▽ナンバープレート
▽原動機付自転車申告済証
▽印かん
▽本人確認書類
　�（運転免許証、健康保険証
など）

上記へ問い合わせください


